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資料３－１

【新庁舎のコンセプト】（P９）

森 のように ひととまちを そだて・つなぎ

熊本城 とともに まもり・あゆむ 

【基本理念】（P10）

①あらゆる災害からまもり様々な状況に柔軟かつしなやかに対応する庁舎

②全ての人が使いやすくアクセスしやすい、居心地が良く快適な庁舎

③多様な場所や空間があり、交流・共創と賑わいを生み出す庁舎

④森の都の景観と調和し、地域の歴史を継承し文化を創出する庁舎

⑤恵まれた環境や限りある資源を活かし、育み、永く使うことができる庁舎
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資料３－１

〇 耐震安全性の目標を「構造体：Ⅰ類」等に設定
➢免震構造を念頭に、地盤に応じた適切な構造形式

〇浸水を防ぐ備え・浸水した場合の備えを導入
➢止水板設置、主要機器の上層配置等

〇災害時の業務継続性能を確保
➢非常電源燃料や受水槽容量の72時間確保等

〇災害時の可変性の確保
➢災害規模に応じて会議室や執務室を連携して活用

〇エリア防災への寄与
➢低層部などのオープンスペースを活用し、

 近隣施設の災害時の役割を補完

防災機能 P２４～

〇誰もが安心して快適に利用できる窓口機能
 ➢中央区役所の手続きのワンストップ化（転出入手続等）
 ➢本庁舎の窓口の共用化
 ➢利用者特性に配慮した待合スペース
 ➢プライバシーに配慮した相談・打ち合わせスペース

〇質の高い行政サービスの提供が出来る執務環境
 ➢ユニバーサルレイアウトの導入による可変性の確保
 ➢効率よく働ける会議室、打合せ・作業スペースの設置
 ➢複合機等の共用化、文書・物品削減目標50％

手続・相談機能 P３４～

執務機能 P３９～

〇傍聴者にも配慮した開かれた市議会
➢様々な傍聴者に対応した傍聴席・傍聴室、動線
➢バリアフリー対応やユニバーサルデザイン等に配慮
➢議会図書室の市立図書館等との連携

議会機能 P２４～

〇環境配慮
➢基準一次エネルギー消費量から５０%以上の削減

  ➢再生可能エネルギーの導入

〇景観・デザイン
  ➢周辺との一体的な空間・景観形成
➢熊本城への眺望確保
➢緑や水の要素を取り入れた空間形成

〇インクルーシブデザインの導入
➢多様な利用者の視点やニーズの反映
➢誰もが安心して快適に利用できる庁舎の整備

〇セキュリティの確保
➢情報資産の安全確保

〇長寿命化・ライフサイクルコストの低減
➢メンテナンス性・更新の容易性の確保

〇可変性の確保
➢スケルトン・インフィルを採用

〇DX推進
➢最新のデジタル技術への対応

その他 P５３～

〇本庁舎 ： 憩いと賑わいにつつまれ、新しい“何か”が生まれる空間
 ➢来街者・観光客など様々な人が気軽に立ち寄りたくなる機能を設置

・敷居が低く、用事がなくてもいつでも気軽に寄れる
･周辺施設と調和し、憩いにも賑わいにもフレキシブルに使える

      ･多様な交流が生まれ、市民と職員がつながり、共創できる場

〇中央区役所 ： 人、場所、想いをつなぎ、まちに動きを生み出す空間
 ➢区民活動・交流のための機能、まちなかの回遊性向上に資する機能を配置
・区民の交流と活動の場
・周辺地域や市民活動を含め様々な情報を発信する場
・場所をつなぎ、まちに回遊を生み出す

交流・共創機能 P４４～

【新庁舎の機能】（P２４～）

共創スペース
（出典：渋谷キューズHP）

情報発信スペース
（出典：長崎市HP）
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資料３－１

７階
（議会機能は８・９階も想定）

設備等諸室 屋上庭園

展望ロビー

議会機能

天守閣への眺望城域を見渡す眺望【屋上庭園】

熊本城を一望でき、
水や緑など熊本らし
さを感じる空間

【議会機能】

市民に開かれた議会機能として、
傍聴の対応・議会図書室の使い
やすい配置に加え、屋上庭園や
展望ロビーとの連携も検討

【デッキ接続】

熊本桜町ビル屋上
との接続検討

森のように様々な方向から入れる歩行者出入口 バス動線を考慮した車両出入口

※配置が想定されるパターンの例を記載しています。

共用部

市民と職員の共創の場として会議や作業などが行えるスペース

様々な場所で交流・共創が生まれるようフロアによって設置位置を変えることを検討
（図示位置は設置場所のイメージで、今後運用等も踏まえて場所を設定します）

【手続・相談機能】

・ 窓口の共用化 ・ フロア案内人等

を配置

・ プライバシーに配慮した安心して
相談できる個室や簡易な相談を
受けることが できるセミオープ
ンな相談スペースを設置

： 交流・共創機能の分散配置

執務機能
共用部

手続・相談
機能

基準階（パターン１）

手続・相談機能

基準階（パターン２）

基準階（パターン３）

【デッキ接続】

利便性向上のため熊本桜町ビルとの
接続検討

共用部

設備等諸室

【デッキ接続】

利便性向上のため
熊本桜町ビルとの
接続検討

手続・相談
機能

吹抜け

【デッキ接続】

回遊性・利便性向上のため市民会館側との
接続検討

交流・共創機能

外部
デッキ

【２階の交流・共創機能】

・ 読書、自習、コワーキングなどに
使える落ち着きのあるスペース

・ 吹き抜けを介して１階のイベント等を
見渡すことも可能

【外部デッキ】

くまもと街なか広場の
イベントを見渡すこと
が可能

２階

３階

【災害対応機能】

災害時の低層部との連携や浸水対策のため中間層
へ配置

執務室

災害対応
機能

共用部

会議室

【災害時の可変性】

平時は会議室として利用災害時は災害対応機能の
一部として活用

【災害時の可変性】
可変性があるフリーアドレ
スの執務室を災害時に柔
軟に活用

市民会館側北側道路

熊本桜町ビル 【開かれた軒下空間】

くまもと街なか広場と連携したイベントの
開催や、休憩や待合などの利用を想定

【１階の交流・共創機能】

・ 子育て世帯も気軽に立ち寄れる こどもが
遊べるスペース

・ 飲食、休憩、会話など自由に使えるスペース
・ 文化的処方の拠点

・ くまもと街なか広場等と連携したイベントや
式典など多目的に活用可能なスペース

・ 市政や観光などの情報発信スペース

・ 災害時に活用可能なスペース
（一時避難、手続き窓口等）

共用部

交流・
共創機能

交流・
共創機能

設備等
諸室

熊本桜町ビル1階の
出入口に近接して
出入口を設置

車路等

くまもと
街なか広場屋外

ピロティ

１階

【開放感のある
エントランス】

共用部

執務機能

手続・相談機能

執務機能

B１階

【辛島地下駐との接続】

利便性向上のため連携検討

駐車機能

【本庁舎・議会の全体イメージ】（P69～）

案内・相談機能

交流・共創機能
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資料３－１

B１ ・B2階

※配置が想定されるパターンの例を記載しています。

歩行者
空間

屋
外
ピ
ロ
テ
ィ

交流・共創機能

設備等諸室

共用部

屋外ピロティ 【１階の交流・共創機能】

・ 歩行者が立ち寄り、観光情報等を
見ながら休憩できるスペース

・ 周辺施設や商店街等と連動した
イベント開催やマルシェ開催も可能
な多目的に利用できるスペース

・ 読書、自習、飲食など自由な過ごし
方ができるスペース

・ 熊本の歴史や震災、区の取組等を
知ることができる情報コーナー

・ イベントや区民活動へ参加を呼び
掛ける掲示等が可能なスペース

・ 区民活動の成果を展示・発表できる
スペース

【ピロティ】

道路沿いに設け、居心地の良い
歩行空間作りに貢献

１階

電
車
通
り

歩
道
敷

北側道路

西
側
道
路

至 長塀通り

車路等
防災拠点機能が入る中層階
※基 準階 パ ター ン １又 は２ の 場合 の 想定

設備等諸室

共用部

災害対応
機能 会議室

手続・
相談機能

執務室

駐車機能 基準階（パターン１） 基準階（パターン２） 基準階（パターン３）

区民活動や区民と職員が交流や共創できるスペースや待ち時間などに利用可能なこどもが遊べるスペース

様々な場所で交流や共創が生まれるようフロアによって設置位置を変えることを検討
（図示位置は設置場所のイメージで、今後運用等も踏まえて場所を設定します）

： 交流・共創機能の分散配置

執
務
室

共用部

執務室

設備等諸室

手続・相談機能

執務機能

【手続・相談機能】

・ 手続きのワンストップ化（ライフイベントに関するもの） ・ 手続き機能と相談機能はエリア分けを行う

・ 利用者の特性に配慮したサインやレイアウト、機器を整備 

・ フロア案内人等を配置 ・ プライバシーに配慮した安心して相談できる個室や簡易な相談を受けることができる

セミオープンな相談スペース

共用部

手続・相談機能

【利用者の特性に配慮した待合スペース】

例：キッズスペース、授乳室、車いす専用待合スぺ―ス等

執
務
室

執務室

設備
等諸室

手続・
相談機能

共用部

設備等諸室

【災害時の可変性】

可変性があるフリーアドレス
の執務室を災害時に柔軟に
活用

【災害対応機能】

（平時は執務室）

浸水対策、停電時の対応を想定
して中間層へ配置

【災害時の可変性】

平時は会議室として利用し、
災害時は災害対応機能の一
部として活用

屋上テラス

城域への眺望

屋上

【屋上テラス】

熊本城を眺めながら

市民活動ができる

屋上テラス

設備機器

北

森のように様々な方向から入れる歩行者出入口 車両出入口

【中央区役所の全体イメージ】（P７３～）
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資料３－１

【駐車場】（P48～）

整
備
方
針

（１）駐車場必要台数

・新庁舎の駐車場に必要な台数は、来庁者や公用車、荷さばき車両な
ど利用実態を踏まえ、分類ごとに算出します。

・自動車から公共交通を主体とした移動手段への利用転換をはかり、人中心のまちづくりを進める都市政策の方向性を
踏まえ、新庁舎の駐車場については、周辺駐車場の活用を前提として整備台数を設定し、駐車スペースの合理化を図
ります。

・本庁舎には約80台、中央区役所は約75台分の駐車場を地下に整備し、周辺駐車場の活用分とあわせて必要台数の約345
台を確保します。

・来庁者駐車場は新庁舎敷地内と辛島公園地下駐車場で必要台数の約150台を確保し、駐車場を自由に選択できるように
します。

・公用車は新庁舎敷地内と周辺駐車場で必要台数の約190台を確保することとし、今後はシェアリングや公共交通利用促
進により保有台数の削減を図ります。

（２）駐車場配置計画

・“人中心”のまちづくりを進めるため、新庁舎の駐車場は周辺駐車
場として約190台を活用し、新庁舎敷地内には本庁舎・議会に約80
台、中央区役所に約75台の駐車場を整備します。

（３）駐車場の出入口について

・本庁舎の出入口は熊本高森線に設置し、交通への影響を踏まえ左折
イン・左折アウトの出入りとします。

・また、バス通行に影響を与えない形態や構造となるよう検討します。

・中央区役所の駐車場出入口は西側の市道に設置します。

分類 本庁舎・議会 中央区役所 合計

来庁者 約50 約100 約150

公用車 約170 約20 約190

荷さばき 約5(4～6) 約2(2～3) 約7(6～9)

合計 約225 約120 約345

本庁舎
中央
区役所

周辺
駐車場

計

配置台数 約80 約75 約190 約345

辛島公園地下駐車場との
接続の検討

中央区役所
約75台

本庁舎・議会
約80台

周辺駐車場 約190台
（辛島公園地下駐車場を含む）

※ 上記台数は各施設に必要な台数であり敷地内に配置する台数ではありません。

※ 算出結果は確定値ではなく、変更となる可能性があります。
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資料３－１

【駐輪場】（P50～）

整
備
方
針

・駐輪場の整備台数は、来庁者の需要や職員の利用状況、さらに庁舎移転に伴い閉鎖される駐輪場の影響を踏まえて設
定します。

・普通自動二輪車の利用にも対応できるよう、専用の駐車スペースの設置を検討します。

・新庁舎敷地内では来庁者利用を優先し、将来の来庁者需要の変化に応じて、職員利用とのバランスから柔軟に変更で
きるように検討します。

・放置自転車対策として駐輪場の利用は有料とします。

・シェアサイクルポートの設置については、近隣ポートの利用状況を踏まえて検討します。

（２）駐輪場配置計画

・周辺エリアでは駐輪場の需給バランスが満足していることから、新庁
舎の駐輪場は、閉鎖される駐輪場とほぼ同数の310台を整備します。

分類

自転車 原付・自動二輪

本庁舎
議会

中央
区役所

合計
本庁舎
議会

中央
区役所

合計

来庁者 約20 約50 約70 約10 約10 約20

職員 約360 約40 約400 約210 約20 約230

公用 ― 約21 約21 ― 約6 約6

合計 約380 約111 約491 約220 約36 約256

（１）駐輪場利用状況
・来庁者へのアンケート調査や職員、公用自転車などの利用実態を踏

まえ、分類ごとに算出しました。
・これは、現庁舎周辺エリアに駐輪されている台数であり、需給バラ

ンスは満足しています。（右グラフ参照）

減少台数 配置（整備）台数

閉鎖する駐輪場 本庁舎・議会 中央区役所

駐輪場台数 約309 約210 約100

【利用状況（自転車）R6.11.6実績（利用最大日）】
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資料３－１

【公共交通機関との連携検討】（P79～）

検
討
の
方
向
性

電 停：徒歩圏内には花畑町電停や辛島町電停が存在します。今後、バリアフリー対応に関する改良計画や安全
な動線、回遊性の向上等の観点を踏まえ、最適な電停位置等について検討を進めます。

バス停：徒歩圏内には桜町バスターミナルが存在します。
さらなるアクセス性の向上を図るため、桜町ビルとの新たな歩行者動線の接続について検討を進めます。

電 停：徒歩圏内には熊本城・市役所前電停が存在します。今後、安全な動線や回遊性向上等の観点を踏まえた
検討を行います。

バス停：徒歩圏内にはバス停は存在するものの、高齢者が無理なく休まずに歩ける距離を超えているため、中央
区役所周辺の上下線バス停について、移設または増設の検討を行います。

本
庁
舎

・
議
会

中
央
区
役
所

≪現状の最寄り電停までの距離
≫

花畑町電停

100ｍ

本庁舎・議会

240ｍ

辛島町電停
凡例

：市電停留所

熊本城・
市役所前電停

100ｍ

中央区役所

現庁舎

本庁舎・議会

中央区役所

現庁舎
市役所前（下り） 市役所前（上り）

110ｍ
210ｍ

凡例
：バス停

桜町
バスターミナル

100ｍ

≪参考≫ バス停の徒歩圏：300ｍ（国交省：都市構造の評価に関するハンドブック）
 高齢者の9割以上が無理なく休まず歩ける距離：100ｍ（国交省：第１回 高齢者の移動手段の確保に関する検討会配布資料 H29.3）
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資料３－１

【周辺整備】（P81～）

（１）周辺整備の目的

・本庁舎と中央区役所それぞれに来庁目的がある方や、
バスターミナルや辛島地下駐車場を利用して来庁さ
れる方の利便性向上を目指し、歩道空間の整備や
デッキ接続等について検討します。

・エリア全体の回遊性向上のため、オープンスペース
等の整備についても検討します。

・庁舎移転に伴う周辺道路等の整備・改修についても
適宜検討予定です。

（２）利便性向上を目指した整備の検討

・本庁舎・議会と中央区役所をつなぐ歩行者動線につ
いて、歩道設置や屋根設置等の歩道空間の整備につ
いて検討を行います。

  ・バスターミナルがある熊本桜町ビルとのデッキ接続
や辛島地下駐車場との地下接続について検討を行い
ます。

整
備
方
針

 ・利便性向上を目指し、「本庁舎・議会と中央区役所をつなぐ歩行者動線」「バス停・電停からの歩行者動線」の
       歩道空間整備、デッキ接続等を検討します。

   ・回遊性向上を目指し、周辺のオープンスペースの連続性、面的広がりのある整備を検討します。

（３）回遊性向上を目指した整備の検討

・周辺施設敷地や長塀通りなどのオープンスペースは、
一体感のあるデザインの導入、テーブルやベンチ等
の設置による憩いの空間の創出等を行うとともに、
連続性や面的広がりを持たせた整備について検討を
行います。

N

熊本城・
市役所前電停

花畑町電停

辛島地下駐車場との地下接続検討

熊本桜町ビルとの
 ２階レベルでのデッキ接続検討

市役所前バス停

バスターミナル
（熊本桜町ビル内）

本庁舎・議会

中央区役所

歩道空間の充実検討
・歩道設置 ・段差解消
・舗装改修 ・屋根設置

市民会館側とのデッキ接続検討

主な歩行者動線                   歩道空間等の整備

デッキ等の整備       オープンスペースの整備

オープンスペースの整備検討
・周辺のオープンスペースとの

連続性、面的広がりの創出
・一体感のあるデザイン
・植栽、ベンチ、テーブル等
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資料３－１

（１）新庁舎整備後の交通量の想定

・庁舎移転及び新庁舎の駐車場整備により見込まれる発生集中交通量を踏まえ、新庁舎周辺の主要な交差点において静的解析（交差点の交通処理に

関する評価）を実施した結果、一定の前提条件のもとでは、新庁舎整備後の交通量が交通容量の範囲内に収まることを確認しています。

（２）交通に関する課題

・一方で、新庁舎周辺には観光地や商業施設に加え、複数のイベント会場が立地しており、駐車需要は高い傾向にあります。

・特にイベント開催時には、駐車場への入庫待ちによる車列が発生し、バス交通に影響を及ぼす状況もしばしば確認されています。

・このようなエリアに新庁舎を整備することで、駐車場の入庫待ちによる渋滞や、駐車場を探して周辺を走行する車両の増加、さらに公共交通との
交錯リスクの上昇など、交通に関する様々な課題が懸念されます。

（３）検討の方向性

・今後は、設計段階において動的解析（車両の動き

をシミュレーションにより確認）を実施した上で、

それぞれの課題に対し、駐車需要の低減や分散と

いったソフト対策に加え、交差点改良や敷地内

の引き込み動線の設置など、道路改良を含む

ハード対策についても検証を進めていきます。

・継続的に検討に取り組むため、庁内関係部局や

関係機関と連携を進めるとともに、検討項目の

内容に応じて、交通やまちづくりに関する会議体

で審議を行うなど、外部の専門家や関係者の知見

を適切に反映できる体制の整備を進めます。

・本市における関連計画との整合を図りつつ、

新庁舎整備の設計・施工スケジュールと連動し、

着実に検討および対策を進めます。

【新庁舎周辺における交通に関する課題】（P8４～）

本庁舎・議会

右折車増加による後続車両への影響
➢検討を進める取組：Ａ,Ｂ

右折車と市電の交錯リスク
 ➢検討を進める取組：Ａ,Ｃ

右折車の滞留による車線を変更しよう
とする車両とバスの交錯リスク
 ➢検討を進める取組：Ａ,Ｃ

駐車場の入出庫による影響
➢検討を進める取組： Ａ,Ｂ,Ｃ

N

本庁舎・議会

駐車場の入出庫による影響
➢検討を進める取組：Ａ,Ｂ,Ｃ

中央区役所

検討を進める取組

Ａ 駐車需要を低減させる手法

B 駐車需要を分散させる手法

C 道路改良

【 交通に関する課題と検討の取組 】


